
 
1

春日井市に対する中小業者の要望事項   

 

 日頃より、市民のくらしや中小自営業者の営業を守るためご尽力いただいておりますことに感謝

いたします。 

 中小業者は、異常な物価高、原材料等の高騰、売上の減少などが続く中、営業を継続する努力を

しています。「インボイス制度」の実施により中小業者はより重い税負担を強いられています。中

小業者の営業と市民生活を守るため、以下の通り、春日井市の施策に対する要望・意見をお知らせ

いたしますので、ご回答をよろしくお願いいたします。 

 

（１）中小企業・中小商工業者の営業をめぐって 

１、地元業者に直接発注する「小規模事業者登録制度」を創出すること。 

【回答】総務課 

「小規模事業者登録制度」は、軽微な建設工事のみを請け負う業者を対象に、市が発注する

少額で軽微な工事等について、市の入札参加資格者名簿に登録していない業者への受注機会を

確保するための制度であり、地元企業へ発注する一つの方法と承知しています。 

一方、平成 17 年４月１日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」では、公

共工事の品質確保が発注者の責務として定められており、品質確保には、工事を施工する事業

者や技能労働者の能力が重要な要素であるとされています。 

当市においても、公共工事は品質確保が第一であり、そのことが市民サービスにつながるも

のと考えています。そのため、建設業者の資質の向上を図り、適正な施工能力を確保するため

に必要との観点から、建設業法第３条で定められている建設業の許可を春日井市の入札参加資

格者名簿に登録する際の必要な条件とし、総合評価落札方式による新たな入札方式を試行実施

するなど、公共工事の品質確保に努めています。 

このため、建設業の許可を受けた事業者への発注が必要であると考えていますので、ご理解

くださいますようお願いします。 

 

２、市民にも喜ばれ、地元業者も潤い、地域経済の振興を促しかつ手続きも簡便な「住宅リフ

ォーム助成制度」を春日井市として創出すること。 

【回答】企業活動支援課 

当市では耐震改修や介護保険制度を利用した住宅改修に関しては、それぞれの施策目的に沿

った支援を実施しており、「住宅リフォーム助成制度」の創設は考えていません。 

 

３、小規模企業等振興資金（通常資金と小口資金を区分して）、経営環境適応化融資の申込み件数、

申込み金額、保証承諾件数、保証金額について令和６年度および令和７年度（９月まで）の利用

件数、金額を明らかにすること。 

その内、新規利用者の申込み件数、申込み金額、保証承諾件数、保証金額を明らかにすること。 

新規利用者の定義を明らかにすること。 
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【回答】経済振興課 

新規利用者の定義については、「完全新規利用者」及び「概ね１年以上前に完済しており登録の

みある者」です。 

 なお、新規利用者であっても、「概ね１年以上前に完済しており登録のみある者」が小規模企業

等振興資金等を申請する際には、一部の書類（定款等）について、前回の申請時から変更がない場

合は省略することができます。 

小規模企業等振興資金 

年度 内訳 申込件数 申込金額 承諾件数 承諾金額 

令和６年度 

通常資金 66件 1,018,800千円 61件 839,100千円 

小口資金 205件 979,500千円 187件 886,270千円 

合 計 271件 1,998,300千円 248件 1,725,370千円 

令和７年度 

（９月まで） 

通常資金 23件 298,900千円 21件 269,900千円 

小口資金 114件 589,090千円 106件 540,680千円 

合 計 137件 887,990千円 127件 810,580千円 

新規利用者 

令和６年度 

通常資金 12件 250,800千円 11件 227,800千円 

小口資金 68件 336,100千円 64件 299,300千円 

合 計 80件 586,900千円 75件 527,100千円 

新規利用者 

令和７年度 

（９月まで） 

通常資金 8件 140,000千円 7件 125,000千円 

小口資金 40件 256,950千円 34件 223,950千円 

合 計 48件 396,950千円 41件 348,950千円 

経済環境適応資金 

年度 申込件数 申込金額 承諾件数 承諾金額 

令和６年度 706件 10,702,916千円 623件 9,217,913千円 

令和７年度（９月まで） 370件 5,912,508千円 360件 5,952,448千円 

新規利用者 

令和６年度 
95件 684,010千円 72件 411,800千円 

新規利用者 

令和７年度（９月まで） 
43件 281,460千円 35件 230,700千円 

 

４、（株）日本政策金融公庫や春日井市商工会議所に依頼し、日本政策金融公庫の新規開業貸付、

小規模経営改善貸付について、令和６年度および令和７年度（９月まで）の市内業者の利用件数、

金額を明らかにすること。 

【回答】経済振興課 

新規開業貸付 

年度 利用件数 金額 

令和６年度 62件 341,960千円 

令和７年度(９月まで) 38件 190,180千円 
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経営改善貸付 

年度 利用件数 金額 

令和６年度 69件 542,800千円 

令和７年度(９月まで) 39件 275,400千円 

 

５、商工業者が利用しやすいように小規模企業等振興資金の弾力的運用を行うこと。 

① 小規模企業等振興資金の運用に当たり、愛知県中小企業融資制度要綱の納税要件を県保証協

会のパンフレットにあるように「税金を滞納し、完納の見通しが立たないかた」にあらためる

よう県に働きかけること。 

 ② 信用保証協会の新規利用者に対する協会の審査で利用者に過度の負担がかからないよ  

うに保証協会へ働きかけること。 

【回答】経済振興課 

① 小規模企業等振興資金は愛知県の融資制度であり、運用資金として愛知県と市町村が協

調して金融機関へ預託しています。公金を預託金として預け入れている制度であることか

ら、納税要件の変更について、愛知県への意見書等の提出は考えていません。 

② 信用保証協会の新規利用者は過去の利用実績がないことから、信用保証協会が申込事業

者の実態把握をするために時間をかけて審査を進めることは、止むを得ないと考えられる

一方で、利用者の事業活動に支障が生じることも危惧されるため、利用者に過度の負担が

かからない取り扱いとなるよう、信用保証協会との連絡を密にした運用に努めます。 

 

６、「小規模企業等振興資金」に対する保証料の助成について令和６年度および令和７年度（９月

まで）の対予算の執行状況を明らかにすること。 

  商工業振興資金の回収要件を伴う融資について、保証料の拡充を図ること。借り換え等で助成

金の返還事由が生じたときは、返還について弾力的に対応すること。 

【回答】経済振興課 

信用保証料予算、実績 

年度 当初予算額 助成額 

令和６年度 59,600,000円 34,664,859円 

令和７年度(９月まで) 53,280,000円 18,051,851円 

回収要件を伴う融資については、回収分の助成金に関しては、保証協会からの信用保証料返

戻金と相殺し、追加融資分に関しては、適正に信用保証料助成を実施していることから、更な

る拡充は考えていません。 

借り換え等に係る信用保証料の返還については、保証協会から返還された信用保証料のうち、

助成金相当額の返還を求めるものであり、保証協会から返還された信用保証料を他資金に充当

することは、当初の助成金の目的外の流用に当たることから、弾力的な対応は考えていません。 

 

７、小規模企業等振興資金についても利子補給の制度を創出すること。 
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【回答】経済振興課 

 小規模企業等振興資金の信用保証料助成は県下でも高い助成率であることから、現在のところ

利子補給制度を創出することは考えていません。 

 

８、市内金融機関に対し、小規模企業等振興資金融資制度要綱を徹底し、制度の適正な運用をはか

ること。 

【回答】経済振興課 

 当制度が利用しやすく有効な制度であり、利用事業者の要望に沿った制度運用が図られるよう

努める必要があること及び適正に運用する必要があることを、市内金融機関を集めた説明会等を

通じて指導していきます。 

 

９、「創業資金融資に係わる利子補給補助金制度」の令和６年度の対予算での活用状況を明らかに

すること。 

【回答】経済振興課 

年度 予算額 助成額 

令和６年度 5,000,000円 3,429,970円 

 

10、マスコミではコロナ関連融資が返済困難となっている業者が少なくないと報道されています 

が、市内の事業者の状況について市として把握しているか。把握しているとすればどのような状 

況であるのか明らかにすること。 

【回答】経済振興課（新規） 

 市内の事業者の状況は把握していませんが、市内金融機関、愛知県、信用保証協会との情報共有に

努め、必要に応じて対応します。 

 

11、「商店街空き店舗活用事業助成金」の令和６年度および令和７年度（９月まで）の利用件数を

タイプごとに明らかにすること。 

【回答】経済振興課 

年度 商業型 戦略型 

令和６年度 1件 0件 

令和７年度（９月まで） 1件 0件 

※「住商分離型」は令和６年度から廃止。 

 

12、春日井市が購入する物品、役務、建設工事などは、地元中小企業・中小商工業者の受注機会の

増大を図るように努めること。小規模工事や一定額以下の物品発注へは大企業や名古屋に本店を

おく大手業者の参入を規制し、地元業者へ優先して発注を行うこと。 

【回答】総務課 

当市の入札発注は、地方自治法、春日井市契約規則及び春日井市指名業者等選定要領に基づき（※）

実施しています。 
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建設工事については、土木工事や建築工事など市内に業者数の多い業種は、市内業者のみで入札

を執行できますが、市内業者数の少ない業種は競争性が確保できないことから市外業者を加えて入

札を行っています。 

物品、役務についても同様で、調達できる市内業者数が少なく、競争性が確保できない案件や市

外業者と市内業者で見積金額に大きな乖離があるような案件については、市外業者を加えた入札と

なることがあります。 

 

（※）地方自治法＝事務を処理するに当たっては、・・・最小の経費で最大の効果を挙げるように 

しなければならない。 

春日井市契約規則＝資格を有するもののうちから５人以上の入札者を指名しなければならな 

い。 

春日井市指名業者等選定要領＝特殊な技術力を必要とする等特別な理由がある場合を除き市 

内業者を優先する。 

 

13、介護事業者に対して行われる「実地指導」が、健全な事業者の育成の観点から適切に行われる

ようにすること。 

  令和６年度および令和７年度（９月まで）の指導件数を明らかにすること。 

  指導のうえ、保険給付の自主「返還」があれば件数・金額を明らかにすること。 

【回答】介護・高齢福祉課 

介護サービス事業者が適正に事業運営しているかを確認し、適正かつ円滑な事業運営を確保

するため、「運営指導」を行っています。 

年度 指導件数 返還件数 取り下げ金額 再請求金額 返還金額 

令和６年度 99事業所  1件 43,011円 16,815円 26,196円 

令和７年度 60事業所 0件 0円 0円 0円 

 

（２）中小商工業者・市民の生活を守るために 

１、国民健康保険税の引き上げ計画を中止すること。 

【回答】保険医療年金課 

国民健康保険事業は、国民健康保険税などを財源として、医療費等にかかる費用を支払う相互扶

助の医療制度です。 

これまで医療費が年々増加傾向で推移していましたが、国民健康保険加入者の負担を抑えるた

め、保険資格や医療給付の適正化、補助金などを活用し、11年間にわたって保険税率を上げるこ

となく国民健康保険事業の適正な運営に努めてきましたが、令和４年度・５年度・６年度は赤字決

算となり、基金の取り崩しにより赤字補塡を行うなど、財政状況は非常に厳しく、取り崩し額も増

加しています。 

また、これまで一般会計からの繰入れにより事業運営をしてきましたが、国や県の方針により、

令和７年度で赤字補填を目的とする繰入れを廃止しました。 

国民健康保険財政を収支均衡とするための税率は、県が標準保険税率として提示しています。令
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和５年11月に示された令和６年度仮算定時の標準保険税率と令和５年度における当市の税率との

間には大きな差があり、一人当たり平均調定額に換算すると約1.4倍の乖離がありました。 

将来推計の結果、令和５年度の税率を維持したままでは、令和８年度に基金が枯渇し、国民健康

保険財政が破綻すると見込まれたため、税率改定を行いました。 

今後も安定的な国民健康保険事業の運営を図るため、激変緩和として基金を取り崩しながら令和

９年度に標準保険税率と合わせるよう段階的に税率を上げていきます。なお、令和10年度以降は

財政状況と標準保険税率を勘案し税率設定を行う予定です。 

 

２、国保税均等割の減免について拡充を図ること 

【回答】保険医療年金課 

所得の少ない世帯には、均等割及び平等割の法定軽減として「７・５・２割 軽減」を行い、低

所得世帯への影響が極力抑えられるよう配慮しています。 

また、令和４年度には未就学児の均等割の軽減、令和５年度には産前産後期間の所得割及び均等

割の軽減制度を開始しています。当市の厳しい国保財政状況においては、法定軽減以上の対応は考

えていません。 

 

３、国保税の減免基準を拡充すること。所得減少（売上減少、リストラや賃金カットを含む）によ

る減免対象を名古屋市並みにすること、当面、前年所得５００万円以下に改めること。 

【回答】保険医療年金課 

減免は、分納、納期の延長、徴収猶予等の措置によっても納税が困難であると認められる場合に、

春日井市国民健康保険税の減免に関する規則に基づき実施しています。 

所得減少による減免基準を引き上げることは、当市の厳しい国保財政状況においては、他の加入

者の税に影響を及ぼすことから、当面は現行制度を維持していきたいと考えています。 

 

４、不況などで売上や所得が減少し、市県民税や国保税、固定資産税などが払いきれず滞納となっ

ている業者・市民に対して、丁寧・親切な納税相談を行うこと。職員の対応についての適切な指

導を行うこと。 

  日曜相談日の利用状況を明らかにすること。（４月から９月まで） 

【回答】収納課 

不況等により収入が減少し、市税等の納付が困難な方については、相談をいただければ、相談者

の事情を丁寧に聞き取り、分割納付をするなどの納税相談を行っています。分割納付の注意事項を

説明する中で、分割納付が不履行になった場合には差押えに移行する旨を伝えています。 

また、通常の執務時間に加え、毎月の最終日曜日午前に納税相談窓口を開設し、相談しやすい環

境を構築しています。 

 職員の対応については、まずは相手の話を聞き、柔軟に対応するよう指導しています。 

年度 
相談件数 

 来課 来電 

令和７年度（９月まで） 93件 81件 12件 
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５、生活を困窮させ、事業継続を困難にするような差押は行わないこと。 

  令和６年度および令和７年度（９月まで）の差押件数および差押金額を明らかにすること。 

【回答】収納課 

滞納者の納付資力に応じた滞納整理を行っており、差押執行により生活困窮に陥ることや事業継

続が困難となることがないよう考慮しています。 

年度 差押（換価）件数 差押（換価）金額 

令和６年度 869件 109,436,387円 

令和７年度（９月まで） 508件 69,168,193円 

 

６、地方税法第46条並びに48条の規定に基づいて愛知県に「報告」された件数並びに滞納額を明

らかにすること。 

【回答】収納課 

・46条による報告：現年課税分 139,305,277円 滞納繰越分 281,139,614円 

・739条の５（48条は削除されたため、739条の５で回答）による報告：０件 ０円 

 

７、令和7年度プレミアム付き商品券について年齢別の申込件数を明らかにすること。 

  市が実行委員会へ支出する２，５００万円についての使途を明確にすること。 

【回答】経済振興課（新規） 

現在、販売事務を進めているところであり、実績値の精査は今後行うこととなります。 

実行委員会への補助金の使途は、補助金交付申請書類で審査しており、広告宣伝費、インフォメ

ーション設置委託、電子マネーを利用することによるシステム設定費とチャージ手数料、ホームペ

ージ作成費、説明会開催費となっています。 

 

８、特定健診および特定保健指導の令和６年度および令和７年度（９月まで）の受診状況を明らか

にすること。 

【回答】保険医療年金課 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

９、総合保健医療センターでの「日帰り人間ドック」などで国保加入者以外の市民の受診について、

助成額を増やし個人負担の軽減を図ること。 

 

年度 

項目 

令和６年度 

（法定報告暫定値） 

令和７年度 

（９月まで） 

特定健診対象者 37,058 34,636 

特定健診受診者 12,641 3,885 

保健指導（積極的）対象者 396 130 

保健指導（積極的）利用者 79 17 

保健指導（動機づけ）対象者 923 336 

保健指導（動機づけ）利用者 252 30 
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【回答】健康増進課 

総合保健医療センターで実施している人間ドックは、法令により市町村が実施する健診とは異な

り、受診者の希望により任意で行われるものです。検査項目数も多いため、料金の一部を負担して

いただいています。料金は、診療報酬を基準に、検査料と判断料で算定するところを、検査料のみ

の31,000円（当該年度に誕生日を迎える40歳の市民は4,000円、41歳以上の市民は17,000円）に

設定しています。 

また、人間ドックの助成については、保険者が検討し実施されるものであると考えていることか

ら、国民健康保険加入者以外の市民に対する助成額の増額については、前述のとおり、現状は検査

料のみで設定していること、また、それぞれの社会保険の保険者が検討し行うものであることから、

現在のところ考えていません。 

 

10、後期高齢者医療の保険料引き下げを国並びに広域連合に働きかけること。保険料の軽減免制度

について周知を図ること。 

【回答】保険医療年金課 

国や広域連合への要望は考えていません。  

軽減免制度については、市及び広域連合ホームページに詳しい内容を掲載するとともに、資格

確認書の更新時に制度の案内の小冊子を同封するなど、周知に努めています。 

 

11、要介護認定の認定調査にあたって申請者や家族の意向を無視した調査は行わないこと。 

【回答】介護・高齢福祉課 

認定調査は、調査対象者と相対し、実際に定められた動作をしていただきながら実施するこ

とを原則とし、できる限り家族や本人の状況をよく知る人の同席を求めています。調査対象者

本人、介護者家族双方から実際に行われている介助に関する聞き取りを丁寧に行い、調査対象

者の日頃の状況を確認しています。 

 

12、令和６年度および令和７年度（９月まで）の「暮らしいきいき資金融資斡旋」制度の活用状況

（相談・申し込みおよび許諾件数）を明らかにすること。 

申込要件のうち「税の滞納がないこと」を「税の滞納解消の見込みがないこと」にあらため要

件を緩和すること。 

  返済年齢の上限をなくすこと。当面75歳まで引き上げること。 

【回答】市民生活課 

「暮らしいきいき資金融資あっ旋」制度の利用状況 

年度 相談件数 申込件数 許諾件数 

令和６年度 9件 5件 2件 

令和７年度（９月まで） 4件 1件 0件 

この制度の趣旨が、生活のため一時的に必要とする資金を調達することが困難な市民に向けての

ものであり、公平性の観点からも、現在の要件を変更することは考えていません。 

 



 
9

13、市が実施している生活相談の中で、令和６年度および令和７年度（９月まで）のサラ金・クレ

ジット・商工ローン、ヤミ金融など高利の返済で困っている市民の相談件数を、明らかにするこ

と。 

【回答】市民生活課 

多重債務相談件数 

 令和６年度 令和７年度（９月まで） 

相談件数 41件 22件 

 

14、生活保護の令和６年度および令和７年度（９月まで）の相談件数、申請件数、開始件数を明ら

かにすること。 

【回答】生活支援課 
 令和６年度 令和７年度（９月まで） 

相談件数 1,181件 634件 

申請件数 495件 255件 

開始件数 409件 199件 

 

15、「福祉応援券」の交付対象数を明らかにすること。利用店舗の拡大状況を明らかにすること。 

【回答】障がい福祉課 

福祉応援券の交付対象者数 

年度 件数 

令和６年度 15,850人（令和６年８月～令和７年７月利用分、令和６年10月時点） 

令和７年度 15,957人（令和７年８月～令和８年７月利用分、令和７年10月時点） 

利用店舗数（各年10月時点） 

年 件数 

令和６年 821店舗 

令和７年 807店舗 

 

16、マイナンバーカードの交付数を明らかにすること。 

【回答】戸籍住民課 

291,739件（令和７年10月１日時点） 

 

17、マイナンバーの運用は慎重に行うこと。各種申請用紙に「マイナンバー」の記載を強要しない

こと。 

【回答】情報システム課 

マイナンバーの運用は、法令に則り慎重に行います。 

マイナンバーの紐付け誤り防止のためにも、省令等で申請時にマイナンバーの記載を求める

ことが定められている申請用紙については、マイナンバーの記載にご理解をお願いします。 
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18、保険証を廃止してマイナンバーカードの事実上の義務化を強要しないように国に働きかけ

ること 

【回答】保険医療年金課 

マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書を交付しています。 

今後については、国の動向を注視していくこととし、現在のところ国に意見書等を提出する

考えはありません。 

 

19、消費税におけるインボイス制度の導入で中小業者が商取引から排除もしくは不利益を受ける

事案が発生しており、税負担や事務量も増大するため、制度の即時廃止を国に求めること。 

【回答】経済振興課 

 インボイス制度は、標準税率と軽減税率を含む、複数の税率を明記し、消費税を正確に納めていた

だく制度です。制度の改廃については、国において議論する必要があると考えますので、国の動向を

注視していくこととし、国に意見書等を提出する考えはありません。 

 

20、春日井市として原子力発電所の再稼働に反対すること、自然エネルギーの活用についての施策

を実施すること。 

【回答】環境政策課 

当市では、再生可能エネルギーの活用促進と温室効果ガスの排出削減に向け、様々な住宅用地球温

暖化対策機器等の設置費に対する一部補助を行い、家庭における創エネ・省エネ・蓄エネを推進して

います。 

また、2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に向けた取組みを着実に進めていくため、令和３年

６月に「ゼロカーボンシティかすがい」を宣言しました。令和５年３月には「地球温暖化対策実行計

画」を改定し、温室効果ガス削減目標の見直しや、再生可能エネルギーの導入に係る新たな目標を設

定しました。 

今後も引き続き、再生可能エネルギーの普及促進に努めていきます。 

 

21、「平和都市宣言」にもとづいて、市民に啓蒙するための施策をおこなうこと。 

  「核兵器禁止条約」の批准を国に求めること。 

【回答】総務課 

当市では毎年度、原爆ポスター展や春日井平和展、平和祈念式典等を開催し、平和事業の推

進と平和啓発に努めています。また、令和７年度は戦後 80 年を迎えたことから、戦後 80 年特

別展を行いました。 

 なお、条約の締結に関しては、憲法の定めにより国の事務であることから、国に働きかける

考えはありません。 

 

22、生計を一にする事業専従者への「給与」の支払いを経費として認めない所得税法第56条は、

事業専従者の人格権を認めず、旧い「家族」制度にとらわれた時代遅れの規定であるから、廃止

するよう国に働きかけること。 
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 国において税制改正の中で議論し、判断されるべきであると考えています。 

 

23、土地利用規制法は対象施設近辺住民の生活と基本的人権を脅かすおそれが多いので廃止を国に

求めること。春日井市には対象とされうる施設が多数存在するので、市として住民保護のための

施策を検討すること。 

【回答】環境政策課 

 国の安全保障への寄与を目的とする法律であり、国において議論されるべきものと考えてい

ます。 

                                以上 


